
専決処分について 

 

●  専決処分を行う案件 

   補正予算案件   1 件   

       計       1 件 

 

《補正予算案件》 

1 令和 7 年度美唄市一般会計補正予算(第 4 号)(総務部) 

補正内容 別紙 

 

〈専決処分を行う日〉 

 令和 7 年 11 月 12 日 

 



【繰越明許費補正】

　＜設定理由＞

　補正予算(第2号)の歳入歳出予算に計上している上記事業について、令和7年度中に完了できないため、繰越明許
費を設定するもの。

事業名

総合体育館整備事業

金額(千円)

218,789

令和7年度　一般会計補正予算案（第4号）


